
第 4章　習近平政権下の対外政策決定・執行過程

̶ 45 ̶

第 4章　 習近平政権下の対外政策決定・執行過程 1

―「維権」と「維穏」をめぐる相克と改革の含意―

角崎　信也

はじめに
中国の対外政策は常に両義的である。中国が、領土・領海に対する自己主張を強硬化さ
せた 2000年代後半以後、それはより顕著になったように見える。近年において中国外交が
はらむ両義性は、たびたび、「維権（＝権利・権益を衛る）」と「維穏（＝安定を維持する）」
の二語に集約される 2。「維権」とは、中国が主張するところの領土・領海における権益の
保護ないし獲得を意味し、「維穏」とは、経済発展に必要な平和的な国際環境の維持を意味
する。前者のみを追求し続ければ、対中警戒心を強めた諸外国による「対中封じ込め」が
形成・強化され、安定的経済成長のための「戦略的好機」が失われる。後者を過剰に追求
すれば、指導部の妥協的姿勢に対する国内世論の反発を招くかもしれず、あるいは、中国
が穏健化している間 をついて自らの領土・領海に関する主張を実現させようとする諸外
国の行動を助長するかもしれない 3。
ときに相矛盾するこの二つの目標の両方を長期的に達成していくためには、一方がもう
一方を著しく毀損することのないよう、指導部が情勢を的確に見極め、それに応じて戦略
の重点を柔軟に調整し、かつ、各執行機関をして、それらを過不足なく着実に執行せしめ
ることが求められる。
しかし、とりわけ胡錦濤政権期後半以後、中国の対外行動には、対外政策全体の整合性
の欠如を示唆する現象が度々見受けられるようになった。その主たる原因は、おそらく、
胡錦濤前中国共産党中央委員会総書記（中華人民共和国国家主席、中央軍事委員会主席を
兼任）や習近平党総書記（同じく国家主席、軍事委員会主席を兼任）を含む政治的指導者
の情勢判断に混乱が生じていたことにあるのではない 4。先行研究が示唆しているように、
それらはむしろ、中国における対外政策の形成と執行の制度に内在する構造的な問題に起
因していたように思われる。そして、仮説によれば、習近平政権期に実施されている外政
機構に関する様々な改革は、こうした状況を是正することに主眼を置くものと考えられる。
上記のような認識に基づき、本稿では以下のことが試みられる。第一に、江沢民政権期
から胡錦濤政権期までの時期を対象に、中国の対外政策決定・執行に関わる主要な機構と
その役割を、先行研究に依拠して整理する（第 1節）。第二に、それに起因すると考えられ
る幾つかの対外政策上の帰結や矛盾を、同じく先行研究に基づいて整理する。第三に、習
近平政権下においてその改善のためにいかなる改革が進められているのかを、「集中」、「統
制」、「協調」、「均衡」をキーワードに明らかにする 5。第四に、習近平政権による改革の
部分的な成果について、事例を交えつつ試論する。これらを通じ、現在の中国対外政策の
制度的背景についての理解を深め、かつ、その改革の動向を見極めることで、今後の中国
外交を展望するための一材料を提供することが、本稿の目的である。

1．対外政策決定・執行過程の主要アクターとその役割（江沢民～胡錦濤政権期）
中国において、最終的な対外政策の決定に至る大まかなプロセスは、改革開放期を通し
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て共通しているものと考えられる。すなわち、①国際情勢に関する情報収集・提供、②提
供された情報の集約および政策オプションの構築、③諸アクター間の政策調整・協調およ
び政策提言、そして、④トップリーダーによる政策の議決である。
これに関わるアクターとして、本節が検討対象とするのは、中国共産党中央委員会（政
治局、常務委員会を含む）、外事工作領導小組・国家安全工作領導小組、外事工作領導小組
辦公室（兼国家安全工作領導小組辦公室）、中央軍事委員会、および外交部である。外事関
連アクターの多元化に伴い、人民解放軍はもとより、例えば商務部、金融機関、国有企業、
地方政府などが大きな影響力を発揮しつつあるが、紙幅と能力に限りがあるため、これら
機関の選好や具体的な作用については別の諸研究に譲る 6。

（1）中国共産党中央委員会――政策決定
多くの国家において、国内問題の政策決定過程に比して、対外政策の決定過程は高度に
集権的である 7。中国の場合、戦略的な重要性を伴う対外政策に関する最終的な議決は、共
産党中央委員会総書記を含む中央政治局常務委員会委員（常務委）が参加する会議におい
て行われる 8。とりわけ、週に 1度ないし 2週に 1度の頻度で開催される常務委員会会議（7
～ 9名）は、中国における政策決定を担う最重要機関である。より大きな対外政策・戦略
上の変更に関わる決定は、月に 1回程度開催される中央政治局委員会議（25名）ないし通
常年に 1回開催される中央委員会全体会議（約 200名）において行われる。一般的に、イ
シューの重要性が増すほどに、議決に参加する人数が増える 9。そうすることで、総書記
ないし常務委は、重要政策決定に伴う責任を分散する。ただし、政治局ないし中央委員会
会議において実質的な討議が行われることは少ない。これら会議は、常務委員会会議ない
し（後述する）領導小組会議において形成された政策について承認を与える場となってい
る 10。
会議における決議は、多数決ではなく、コンセンサスの形成を経て行われる。「民主集中
制」11の原則上、議決権を有するメンバーの間で意見が異なっている場合、全員が合意で
きる結論に至るまで討議が繰り返される。しかし、合意形成を重視するあまり対外政策の
決定が遅延すれば、政策実行の適切なタイミングを逃す可能性がある。それを回避するた
め、総書記には対外政策の最終的な議決権が与えられている 12。ただし、後述するように、
総書記が最終議決権を実際にどの程度効果的に行使できるかは、常務委員会ないし政治局
内部における総書記の権威の強さに応じて多少異なるものと考えられる。

（2）外事工作／国家安全領導小組・中央軍事委員会――政策協調・提言
このように、中国における対外政策決定権力は、党中央委員会政治局、とりわけ常務委
員会の数名のリーダーに集中している。ただし、最高権力者が最終的な政策判断を下すた
めに必要な情報や選択肢は、多くの場合、下級の幹部から提供される。下級の機関といっ
ても、対外政策に関わるアクターは実際に多岐にわたっており、その上、それぞれ異なる
選好を有している 13。ゆえに、とりわけ利害が広範囲に及ぶ重要政策については、中央指
導部が決定を行う以前に、各官僚機関の意見を聴取し、それらを調整しておく必要が生ず
る。これは、前記したとおり、「民主集中制」の原則上、多数決よりも、十分な討議を通
したコンセンサスの形成が重視されるからでもある 14。したがって、集権体制を敷く中国
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においてさえ、多くの場合政策は、中央指導部に到達する以前に事実上形成済みであるか、
あるいは少数の選択肢に絞られている 15。
軍事を除く対外政策に関して、政策調整の最重要組織は、党中央政治局に直属する中央
外事工作領導小組（外事小組）であった 16。外事小組の人数や構成は時期によって若干異
なる。胡錦濤政権第 2期（2007～ 12）の場合、国家主席（組長）、国家副主席（副組長）
のほか、党中央宣伝部、外交部、商務部、国家安全部、人民解放軍（国防部）の責任者な
ど計 15名で構成された 17。小組会議では、これらのメンバーが、管轄する各々の機関を代
表して異なる観点から意見を表出する。その上で、十分な討議を通して各機関の利害の調
整が図られ、合意に達したものが政策提言として政治局ないし常務委員会に上奏される。
通常、小組によって提起された政策が党中央機関において否決されることはない。この意
味において、外事小組は、政策形成過程の最終的な帰結に対して重要な影響力を有してい
た 18。
政策調整機構としての外事小組の役割は、外交関連アクターが多元化したことに伴って
増大してきたものと考えられる 19。ただし、外事小組は非公式機関であり、それがどの程
度の頻度で会議を開催してきたかについては明らかでない。おそらく会議は不定期に、年
に数回、あるいは数年に 1回、発生したイシューごとにアドホックに開催されてきたもの
と考えられる 20。したがって、より日常的な政策形成・政策調整における小組の機能は限
定されていたものと考えられる。
この外事小組と類似した役割を持つ組織に、2000年 9月に設置された国家安全工作領導
小組（国安小組）があった。国安小組は、安全保障（対外安保と国内安定を含む）、とり
わけ危機管理に関する政策調整・提言に特化した機関である。国安小組も開催は不定期で、
重大な危機管理事項が生じた場合のみアドホックに開催されてきたものと考えられる。し
たがってこの機関は、例えば米国の国家安全保障会議（NSC）のような常設の安保管理チー
ムではなく、「リアクティブな危機管理メカニズム」に過ぎないとされた 21。また国安小組
と外事小組は、メンバーを共有する実質上の同一の機関であり、国安小組としての独自の
役割はあまり多くなかったものと考えられる 22。
領導小組の名を冠してはいないが、同様の政策調整・提言機能を持つ重要機関として、
党中央軍事委員会がある。胡錦濤政権期、軍事委員会は、党総書記兼軍事委員会主席た
る胡錦濤を含む 11名で構成された。軍事委員会は、人民解放軍における最高権力機関だ
が、重要安保政策に関する決定権はここにはなく、政策決定権限はあくまで党中央委員会
が握っているとされる。軍事委員会の役割は、重要な安保戦略・政策に関して、軍の各部
門の代表間で討議し、合意に至ったものについて、中央に対し政策建議を行うことにある。
そして、領導小組と同様、軍事委員会から提出された政策建議が党中央の会議において否
決されることはほとんどない。このことから、軍事委員会を「事実上の領導小組」と呼ぶ
研究者もいる 23。
他方、領導小組とは異なり、軍事委員会の全体会議はより定期的に、少なくとも月に 1
回開催される 24。また軍事委員会は、戦略的な重要性を伴わない軍の対外行動について、
中央政治局に諮ることなく決定する裁量権を有しているとされる 25。それは、他の多くの
政治局委員は、軍事に関する専門的な知識を欠いているからでもある 26。これらの意味に
おいて、軍事委員会は、安全保障にかかわる対外政策の決定において、領導小組よりも実
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質的な機能を発揮してきたと考えられよう。

（3）外事工作領導小組辦公室――情報集約・アジェンダ設定
 上記の政策協調・提言機関は、軍事委員会を除いて常設の機構ではなく、また日常的に
会議が開催されているわけでもない。他方で、外事・国安小組の事務機能を担当する外事
工作領導小組兼国家安全工作領導小組辦公室（外事／国安辦公室）は、党中央に直属する
常設機関であり 27、より日常的に業務を遂行してきた。
外事／国安辦公室は、外交部と党中央対外連絡部（中連部）から出向した官僚 30名程
度によって構成された 28。辦公室主任は通常、外交担当の国務委員（副首相級）が務めた。
江沢民～胡錦濤政権当時、外交担当国務委員は、外交を担う最上級の官僚として、外交部
部長を含む諸官僚を指揮する立場にあった。外事辦公室の大きな役割の一つは、外事小組・
国安小組会議の開催を運営面で支えることにあるが、注目すべきは、その過程で、会議の
アジェンダの起草や、配布資料の統括を担う点である 29。つまり外事辦公室は、領導小組
会議における議論の流れを形作ることのできる立場にあり、間接的ではあるが、政策決定
過程に大きな影響力を有していたと言える 30。より日常的には、外事／国安辦公室は、外
交部、中連部、国家安全部、新華社、人民日報、軍（総参謀部）、シンクタンク等から寄せ
られる多様な情報を収集し、これを取捨選択して、中央指導部に報告する職務を遂行して
きた 31。それのみならず、収集した情報に基づいて、（領導小組会議を経ずに）直接中央指
導部に政策提言を行うこともある 32。また、軍事委員会と同様に、中央指導部に上げる必
要性のない政策について決定を下す権限を有していたとされる 33。

（4）外交部――情報収集・提供・政策執行
外交部は、約 9000人の職員を抱える 34、外交を専業とする最大の官僚機構である。しか
し、対外政策の形成過程における外交部の権限は、近年相対的に低下してきたというのが、
広く共有されている見解である。中国の対外関係が複雑化、重層化したことに伴い、外交
部以外のプレーヤーの存在感が相対的に増していったことが、その主な原因と考えられて
いる 35。
外交部の主要な機能の一つは、駐外領事機関や管轄のシンクタンク、大学などを通して
国際情勢に関する情報を収集・蓄積し、これを分類・取捨した上で外事／国安辦公室や中
央辦公庁に提供することにある。この意味において外交部は、対外政策形成に必要な情報
インプット過程におけるいわば「フィルター」としての役割を果たす 36。第二は、中央指
導部によって決定された対外政策・戦略について、その政策の内容をより具体化し、かつ
執行することである 37。外交部はその機能 上明らかに、政策決定機関というより、政策執
行機関として定義づけられるべき組織である。第三に、外交部もやはり、外事／国安辦公
室や軍事委員会と同様、戦略的な重要性を伴わない（と見なされる）政策について、その
決定を下す権限を有している 38。
上記を概略すれば、江沢民～胡錦濤政権期における重要対外政策の決定と執行は、だい
たい図 1のプロセスを通して行われてきたものと考えられる。
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2．対外政策決定・執行過程における構造的諸問題
前節で概観した対外政策形成のメカニズムは、改革開放以降における外事領域の拡大、
これに伴うアクターの多様化、および中国台頭に伴う諸外国の中国に対する期待と警戒心
の増大といった変化に十分に対応できていたとは言えない。事実として近年、外事に関わ
る諸アクターの統制と協調が十全には為されていないことを示唆する事件が頻発し、結果
として、「維権」のための行動と「維穏」のための施策が相互に毀損しあうような状況が
生まれていた。そうした帰結を生み出してきた構造的問題は、以下の 4つの領域において、
胡錦濤政権期に特に顕著に表れていたと考えられる。

（1）トップリーダーの権威の弱化
前述の通り、コンセンサスの形成が困難な局面において、総書記がその最終的な議決権
をどの程度行使できるかは、総書記の実際の権威の強さによって異なる。胡錦濤政権期は
「集団領導制」が特に強調された時期であり、総書記とその他の常務委との関係は比較的フ
ラットなものであった。何人かの研究者は、この時期における常務委会議は事実上、常務
委全員が事実上の「否決権（veto）」を有した状態で開催されていたことを指摘する 39。こ
うした権力分散状況において、対外関係に利害を持つ諸アクターは、自らに近い常務委な

図1　重要対外政策の決定・執行過程（江沢民～胡錦濤政権期　※2012年前半まで）

情報収集・提供

外交部 国家安全部 中国共産党対外連絡部 人民解放軍総参謀部

情報集約・アジェンダ設定

中央外事工作領導小組辦公室／中央国家安全工作領導小組辦公室

中央台湾工作辦公室（国務院台湾事務辦公室） 中央辦公庁

政策協調・政策提言

中央外事工作領導小組 中央国家安全工作領導小組

中央対台工作領導小組 中央軍事委員会

政策決定

中国共産党中央政治局
常務委員会 中国共産党中央政治局 中国共産党中央委員会

政策執行

外交部、商務部、対外連絡部、宣伝部、人民解放軍、国家海洋局、
武装警察（海警）、地方政府、国有企業等
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出所：先行研究に基づき筆者作成。なお、図中に記載した機関は、対外政策に関わる代表的な機関で、と
く本節で言及したものに限られる。
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いしその関係者と通じ、彼らをして自身の主張を代弁させるべく活発に活動することにな
る 40。この結果、常務委の間の意見の分岐はより激しいものとなり、合意形成はより困難
な作業となる。
政策決定階層におけるこうした問題がもたらしうる帰結の一つは、決定の遅滞である 41。
それを象徴する事件の一つとして、2010年 3月に発生した韓国哨戒艦沈没事件に対する態
度表明が挙げられる。5月になってこれが北朝鮮の魚雷攻撃によるものであったとの見方
が強まると、中国の政策担当者の間で、北朝鮮を批判すべきかどうかをめぐって意見が分
かれ、結果として中国は数日間ただ「沈黙」することになったという 42。
ただし、トップリーダーの権威の弱さは、より典型的には、軍や世論といったより強硬
なアクターの影響を強く受けやすくなるという傾向により顕著に表れると考えられる。し
ばしば指摘されるとおり、胡錦濤は、その前任者である江沢民元総書記、および政権の中
枢に残った江に連なるリーダーたちによってその権力を制約されていた。権力基盤の弱い
胡は、人民解放軍や世論（を根拠とした他のリーダーからの批判）に対してとりわけ脆弱
であった。そのことが、政権後期に顕著化した海洋における強硬的自己主張（assertiveness）
の背景にあり 43、対日関係においても、2010年の漁船衝突事件や 12年の日本政府による
尖閣 3島購入等の事象に対する強硬姿勢の一因を成していた 44。

（2）政策決定と政策執行
国内政治と対外政策にかかわらず、中国の政策決定・執行過程において、下級のエージェ
ントは、政策を解釈し、具体的な実行手順を策定する比較的大きな裁量権を有している 45。
むろん、こうした個別具体的な政策の選択は、中央が決定し下達した全般的な政策方針に
沿ったものでなくてはならない。しかし、この決定と執行のプロセスにおいてときに問題
となるのは、中央が決定する大政方針が内包する両義性である 46。多様なアクターが直接
ないし間接的に関与する会議においてコンセンサス形成が重視されるとき、異論を招きや
すい突出した意見が採用される可能性は小さい。それよりは、すべての主張をできるだけ
盛り込んだ「総花的」な内容の政策に帰結する場合が多い 47。
対外政策に関して、胡錦濤政権は 2006年頃より、外交の基本目的を「国家主権、安全、
発展利益の保護」の 3語で表現するようになった 48。10年 12月には、当時の戴秉国外交
部副部長により「国家主権、領土保全、国家統一」と「持続的経済発展の保障」の両方が
中国にとって「核心利益」に当たることが表明された 49。すなわち、中国にとって「維権」
と「維穏」の両方が外交上の至上命題となった。このような両論併記的な対外政策方針を
受けて、下級のアクターは往々にして、それらを自らの利益に見合うように解釈し、執行
しようとする 50。例えば軍や海上法執行機関は「維権」を強調して自らの存在感（ないし
予算）を引き上げようと試みるだろうし、外交部や商務部はむしろ「維穏」の方を重視す
るだろう。
むろん、中央指導部は、「維権」と「維穏」のどちらかを執行することで、もう一方が著
しく毀損されることを望んでいない。しかし、下級のアクターが、それぞれ個別の利害関
心に基づいて政策を解釈し、非協調的にそれらを執行するなら、中央の意図とは異なる帰
結がもたらされる可能性がある。例えば、2011年 1月のゲーツ（Robert Gates）国防長官訪
中時に行われたステルス戦闘機 J-20の試験飛行や 51、14年 9月の習近平インド訪中時に生
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じた軍によるインド国境越境などの事件は 52、軍による「維権」行動の一環であったと考
えられるが 53、この時まさに外交交渉に臨んでいた中央指導部はむしろ「維穏」の方を志
向していただろう。また、09年以降顕著になった南シナ海における中国公船による強硬的
な活動は、軍や、海洋権益に関連する当時の諸機関（海監総隊〈国土資源部国家海洋局〉、
漁政〈農業部〉、海警〈公安部〉、海巡〈交通運輸部海事局〉、海上緝私警察〈海関総署〉＝「五
龍」）が、それぞれの裁量権を行使して、自らのパワーと予算の増大を追求した結果であっ
たと考えられている 54。ヤーコブソン（Linda Jakobson）らの指摘によれば、この結果とし
て引き起こされた米国や周辺諸国との関係悪化は、必ずしも中央指導部が望んだものでは
なかった 55。
繰り返しになるが、軍や海洋アクターによるこのような行動は、「維権」の観点から言え
ば中央の指示に沿ったものであり、領土・領海に関する中央の主張とも合致している。彼
らは決 して中央の指示に背いていたのではない。したがって、例え彼らの行動が「維穏」
の必要と矛盾していたとしても、中央がそれを公に批判することはない。さらに、こうし
た強硬姿勢が国民から広く支持されている場合、中央はそれを承認することを余儀なくさ
れる 56。このようにして、中央の政策はときに、下級アクターの執行に引きずられる。

（3）部門間の政策調整・情報共有の困難
上記のような、「維権」と「維穏」の同時追求に係る問題の発生は、外交部、商務部、軍、
公安部（海警）、国土資源部（国家海洋局）などの間で、事前に十分な政策協調・共有が為
されている場合、回避できるだろう。しかし、多くの研究者が共通して指摘しているよう
に、中国の政治構造は、政策決定過程が極めて集権的である一方で、各官僚組織間の利害
の分岐が激しく、かつそれら組織間の横の連携メカニズムが欠如している。「分節的権威主
義（Fragmented Authoritarianism）」と呼ばれる所以である 57。
その傾向は対外政策の決定・執行過程においても明らかであり、外事関係アクターの多
様化によってさらに深刻化している 58。外事小組や国安小組は、こうした「縦割り」の問
題を解消するための機構であり、少なくとも外事小組は、重要な政策の調整においてその
役割を一定程度発揮してきたものと考えられる。しかし裏を返せば、これら年に数回（あ
るいは数年に 1回）程度開催される会議を除いて、部門間の政策協調を行う場は存在しな
い 59。前述の通り、日常的で具体的な政策決定は、外事／国安辦公室、外交部、軍などが
それぞれ担ってきた。そして、こうした政策決定について、事前に利害の調整が行われる
ことは少ない。
この結果として、例えば、軍が起こした対外行動に関して、外交系統の機関がその事実
さえ知悉していないという現象がたびたび発生してきた。井上一郎や、張清敏・楊黎澤が
詳細に書いているように、中国原子力潜水艦による石垣島周辺領海の侵犯（2004年 11月）、
人工衛星の破壊実験（07年 1月）、南シナ海における米国無人潜航艇の拿捕（16年 12月）
などについて、外交部の報道官は事前に情報を得ておらず、即座に見解を表明することが
できなかった 60。

（4）軍と外交部のアンバランス
このような分節的構造下において、軍の指導部や現地の責任者が、自らの「維権」活動
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によって、外交部らが重視する「維穏」が脅かされる可能性について十分に配慮する可能
性は低い。これに関連して、もう一つ指摘しておくべき問題は、「維権」を主に担う軍系統
のリーダーと、「維穏」を主に担う外交系統のリーダーの地位のアンバランスである。胡錦
濤政権期を通して、軍系統のトップは政治局委員（25名）のポストを 2席占めた一方で、
外交系統のトップ（国務委員）は中央委員会委員（約 200名）のポストを有するに過ぎな
かった。このことは、安全保障に関する政策決定において、少なくとも制度的には、外交
系統幹部の意見が十分に反映されないことを意味する。重要な安全保障問題の政策決定は、
軍事委員会会議→常務委会議／政治局会議のルートで行われると考えられるが、この過程
に外交系統幹部は一切関与できない。もう一つ、軍事委員会ではなく国安小組を介したルー
トがあり、これには外交系統幹部も参加するが、前述の通りこれは「アドホックな危機管
理メカニズム」に過ぎず、その活動機会はかなり限られていた。
他方で、軍事に直接関係しない重要対外政策の決定過程に、軍のリーダーは、外事小組
の一員として、また政治局委員として参加している。その上、軍系統幹部のランクは外交
系統幹部よりも上位であるから、両者の間で論争が生じた場合、軍の意見が重視される可
能性が高い 61。このようなアンバランスを内包する政策形成過程では、「維穏」の主張より
も「維権」の主張が通りやすい。中国外交の近年の強硬化は、外交部の影響力低下と軍の
影響力増大の結果であると主張するものもある 62。
これを象徴する具体的な事件の一つとして、西沙諸島沖へのオイルリグ（HYSY-981）の
展開（2014年 5～ 7月）が挙げられるだろう。ベトナムとの領土紛争を抱えるこの海域へ
のオイルリグ派遣は中央指導部の決定であり 63、軍や国有企業が裁量権を発揮した結果で
はない。だが、近隣諸国との協力関係を強調した周辺外交工作座談会（13年 10月）の数
か月後で、ASEAN外相会談の直前（14年 5月）というタイミングでのこうした強硬行動は、
「維穏」の必要とは明らかに矛盾するものであったと言える。この行動の意思決定過程を分
析したロン（Yingxian Long）によれば、決定を主導したのは軍の指導部であった。外交系
統の幹部は、リグの展開によって中国をめぐる国際環境が悪化することについて懸念を示
していたが、党内のランクにおいて上位である軍の関心が、そうした外交部の関心よりも
優先されたという 64。だが、結果として外交系統幹部が懸念した通りになると、中央は予
定より早期にリグを引き上げることを決定せざるを得なくなった。

3．習近平政権による対外政策決定・執行機構の改革
中央指導部はおそらく、前節で指摘してきた諸問題に自覚的であった。それゆえに、習
近平政権期に入って、対外政策決定・執行機構に関して、ドラスティックではないが重要
な改革が実施されてきた。以下では、その改革の現状について、基本的には前節で述べた
4つの問題に沿う形で整理してみたい。

（1）「集中」――トップリーダーの権威の強化
習近平政権期の最大の特徴は、言うまでもなく、総書記たる習近平への権力集中である 65。
とりわけ、2016年 10月の第 18期中央委員会第 6回全体会議（18期 6中全会）において、
習の全党および党中央における「核心」たる地位が確立されたことは重要である。複数の
研究者が説明するところによれば、「核心」という地位には、議論が紛糾し、コンセンサス
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形成が困難な局面において最終的な議決権を行使する権限が付随しているという 66。関連
して注目すべきは、第 19回中国共産党全国代表大会（19全大会）直後の政治局会議にお
いて採択された「党中央の集中統一領導を強化・維持することに関する若干の規定」であ
る。全政治局委員（むろん常務委を含む）はこの規定に基づき、「習近平総書記の党中央に
おける核心地位を自覚的に維持すること」を含む業務報告を、毎年、習に対して直接行わ
なくてはならない 67。これらから明らかなように、とりわけ 16年末以降、総書記の地位と
権威は明らかに、他の常務委とフラットなものではなくなっている。こうした権力の集中
は、政策決定の遅滞によって国益が毀損されることのないよう、総書記がより効果的に権
限を行使できるようにするためのものと考えられる 68。
軍との関係においても、総書記の権限強化は明らかである。第一に、2015年末から 16
年 1月にかけて公表された軍組織機構改革によって、軍の各部門に対する中央軍事委員会
の統制権が強化されてきた 69。第二に、習近平政権が発足以来大々的に実施してきた「反
腐敗闘争」を通して、徐才厚、郭伯雄（第 17期中央軍事委員会副主席）や、房峰輝、張陽（第
18期中央軍事委員会委員）といった、習の軍における権威を阻害しうるリーダーが排除さ
れてきた。第三に、第 19期への移行とともに、中央軍事委員会の人数が 11名から 7名に
減少し、そのほとんどが、習に近いと目される人物によって占められた 70。さらに、19全
大会において採択された修正『党規約』に「軍事委員会主席責任制」が初めて明記され 71、
軍事委員会内において、その主席たる習が突出した権限を持つことが確認された 72。これ
ら一連の措置により、総書記レベルの決定が、軍の意向に過剰に左右されるといった状況
が生じる可能性は、前政権期に比べて格段に減少したと考えてよかろう。

（2）「統制」――海上法執行をめぐる改革
習近平政権は、その発足以来、各地方や各部門の組織や幹部に対する統制を強化する意
思を示し、そのための施策を大々的に講じてきた 73。軍の組織改編もまた、軍が伝統的に
有していた巨大な裁量権を、党の傘の中に引き戻すことを目的の一つとしたものと考えら
れている 74。
習近平政権がたびたび強調する「法治」も、その文脈に位置づけられる 75。その名の下
に実施されている法整備の一環として、注目すべきものの一つは、2019年 2月に公布され
た「中国共産党重大事項指示請求・報告条例」である。この条例は、「党と国家工作の全局
に関する重大方針・政策」について、「必ず党中央に報告し、指示を仰がなくてはならない」
ことを定めるもので、これには、「外交、国防、軍隊等の党中央が集中統一管理する事項」
が含まれる（第 12条）76。習個人による軍や政治・外交組織に対する権力の強化と、これ
らの法・紀律整備の進展は、各アクターが、自らの組織的利益に基づいてその裁量権を行
使することに対する大きな制約となっているだろう 77。
外事アクターの中で、その傾向が最も顕著なのが海上法執行機関である。複数の研究者
が論ずるところによれば、党中央の指導部には、2009年以降の各海洋関連アクターによる
「強硬的自己主張」が、中国をめぐる国際環境を過剰に複雑化させたという認識（ないし
反省）がある 78。ヤーコブソンによれば、党のリーダーの一人は、中国と米国、および中
国と周辺諸国との関係が悪化したことの原因として、海洋アクターが多元化しすぎており、
その政策執行に対するコントロールが困難になっていることを指摘したという 79。12年後
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半ごろから進められている海洋アクターに対する統制強化の試みは、このような「反省」
の上に実施されているものと考えられる 80。
まず、胡錦濤政権末期の 2012年半ばに、それぞれほぼ独立した形で活動してきた各海上
法執行機関を統括する機関として中央海洋権益工作領導小組（海洋小組）が設置された。
外交部、国土資源部（国家海洋局）、公安部、国家安全部、農業部、海軍など 17の機関の
代表をメンバーに含むこの機関の主任には、次期総書記に内定していた習近平が就き、同
辦公室主任に外交系統トップの楊潔 （国務委員）が就任した 81。翌年 3月には、この海
洋小組の下で準備された改組によって、海監総隊、漁政、海警、海上緝私警察が、13年 1
月に改組された国家海洋局に併合されることとなった。この際、海洋局の内部に海上法執
行活動を担う機関として新たに中国海警局が設置された。海洋局は国土資源部の管理下に
置かれたが、海警局は同時に公安部の指導を受けるものとされた 82。こうした改組は、中
央指導部が、海洋アクターによる政策執行を管理することを容易にし、彼らをより統合的
に活動させることを可能にしたと考えられる 83。
これより 5年後の 2018年 2月の 19期 3中全会および 3月の全国人民代表大会（全人代）
において採択された「党・国家機構改革」では、再び海洋活動機関の大規模な改組が実施
された 84。国家海洋局の上部組織であった国土資源部の解消が決定され、代わりに、国土
（海洋含む）の利用・開発を統括する自然資源部が設置された。この際、国家海洋局は、自
然資源部が対外的に使用する名称としてのみ残されることとなった。海警局が担ってきた
海上法執行の職責は、人民武装警察部隊（武警部隊）へと統合され、海警局は武警部隊が
対外的に使用する名称としてのみ維持された。この数ヵ月前、17年末に武警部隊が公安部
の管理を完全に離れ、軍の統一指揮下に置かれることが決定されている。したがって、海
警の職能の武警部隊への併合は、日常的な海上法執行活動が、公安部や海洋局などの国務
院系統の管理を受けることなく、完全に軍のコントロール下で行われることを意味する。
近年、軍は海警や海上民兵との協調的作戦行動を強化してきたが、この改組によってそれ
はさらに容易になるものと考えられよう 85。同時に、軍に対する習近平の権限が強化され
ていることも加味して考えれば、この改組のもう一つの含意は、習自身による海上「維権」
活動全体の統制が制度的に強化されたことにあろう 86。
他方で注目すべきは、同じ組織改編によって海洋小組も廃止され、関連の業務は外事小
組から昇格した中央外事工作委員会（後述）に併合されることになったことである。辦公
室は、海洋権益保護工作辦公室として維持されたが、それも外事工作委員会辦公室の中に
包摂されることとなった。改革方案が説明するところによれば、その目的は、「海洋権益を
守るための工作を中央外事工作の全局の中で統一的に計画せしめ、差配せしめる」ことに
ある 87。これにより、海洋情勢に関する重要政策の決定過程に、外交系統の利害関心が反
映されることがより担保されたものと考えられる。したがって、2018年の組織改編は、海
上法執行活動に対する「維権」系統と「維穏」系統双方による管轄権が強化されたことを
意味する。それが、海洋問題をめぐる実際の対外行動にどのような含意を持つかについて
は、次節で考察を試みたい。

（3）「調整」――部門横断型機関の機能強化
習近平政権下における政策決定過程の大きな特徴の一つに、2013年 11月の 18期 3中全



第 4章　習近平政権下の対外政策決定・執行過程

̶ 55 ̶

会において設立が決定された中央全面深化改革領導小組（現中央全面深化改革委員会）に
代表される、領域横断的な機構が積極的に活用されていることが挙げられる。対外政策関
連の領域横断機構のうち、もっとも広く注目を集めたのは、18期 3中全会で提起され、14
年 1月の政治局会議において正式に設置が決定された中央国家安全委員会（国安委員会）
である 88。国安委員会は、政治局と常務委員会に責を負う「国家安全保障に関する政策決定・
議事協調機構」89として設置されたもので、総書記（習近平）が主席を、国務院総理（李克強）
と全人代常務委員会委員長（張徳江〈18期〉／栗戦書〈19期〉）が副主席を務める。国安
委員会の成員は、常務委員と委員に分かれ、外交部、公安部、国家安全部、商務部、人民
解放軍総参謀部（統合参謀部）などのトップで構成される 90。国安委員会の日常業務を担
う辦公室は中央辦公庁内に設置され 91、辦公室主任は中央辦公庁主任（栗戦書〈18期〉／
丁薛祥〈19期〉）が兼任している。19期の常務副主任には国家安全部部長の陳文清が就任
している。
国安委員会の職責は、「国家安全戦略を制定・実施し、国家安全法治建設を推進し、国
家安全工作方針・政策を制定し、国家安全工作の重大問題を検討・解決すること」にある
とされた 92。字義どおりに解釈すれば、国安委員会は、領導小組が担ってきた「議事協調」
業務に加え、「政策決定」を職責に含む。国安委員会は、国安小組が担ってきた業務を引き
継ぎつつ、それ大きく超える権限を有する機構として設置されたものと考えられる。ただ
し、多くの研究者が認めているように、国安委員会の活動は現在のところ顕著ではない 93。
この点については次節でやや詳しく検討しよう。
もう一つ、対外政策形成機構に関わる改革として注目すべきは、18年 3月に公表された

「党・国家機構改革」に伴い、中央外事工作領導小組が委員会へと改組されたことである。
新設の中央外事工作委員会（外事委員会）の主任には習近平が、副主任には李克強が就任
した。委員には、国家副主席として中央指導部に籍を残した王岐山、外交官僚トップの楊
潔 （政治局委員）、党宣伝部部長の黄坤明（政治局委員）、国防部部長の魏鳳和（中央委員）、
外交部部長の王毅（中央委員）、中連部部長の宋濤（中央委員）を含む、外交、国防、宣伝、
公安、商務、台湾、統一戦線、香港・マカオの各部門を統括するリーダーが名を連ねる（計
16名）94。委員会の日常業務を担う外事工作委員会辦公室主任には楊潔 、常務副主任に
は孔泉（前外事小組辦公室常務副主任）が就任している 95。
外事小組と外事委員会の違いについて、現時点で明らかなのは以下の諸点である。第一に、
胡錦濤政権期～習近平政権第 1期の外事小組は、主任を国家主席が、副主任を国家副主席
が務めていたのに対して、外事委員会は、主任、副主任のポジションを党のナンバー 1、2
が占めている。これは、党によるコントロールを強化するという「党・国家機構改革」全
体の目的に沿ったものであり、また、この機構の地位の向上を示している 96。第二に、外
事委員会は、議事協調に加えて、政策決定の職能を付与されている。四川省党校副校長の
裴澤慶らによれば、領導小組からの昇格は、「現有の議事協調機構の機能の基礎の上に…政
策決定機能を強化した」ことを意味するという 97。事実 19期 3中全会において習近平は、「新
情勢下の外事工作をしっかりとやり、中央外事工作委員会は政策決定・議事協調作用を発
揮せねばならない」と述べている 98。第三に、外事委員会の会議は、アドホックではなく、
おそらく定期的に開催される。運営方式上の「間歇性」を特徴とする領導小組に対し 99、
委員会という言葉には、それが常設でかつ公式の組織であるという含意がある 100。事実と
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して、外事小組会議の開催について『人民日報』や『新華社』によって報道されたことは
一度もなかったが、外事工作委員会会議の概要については、開催日の翌日に広く報道され
ている 101。第四に、外事委員会辦公室は、その他の議事協調機構の辦工室とは異なり、党
中央や国務院に常設されている機構の内部ではなく、独立した組織として編制されている。
楊潔 、孔泉らはいずれも、辦公室の業務を専業としている。周望によれば、こうした編
制は、その機構が担う業務の重要性と、量の多さを反映しているという 102。第五に、外事
小組と国安小組は辦公室を共有していたが、外事委員会と国安委員会は別にしている。
上記を事実として、国安委員会と外事委員会設置の意義を整理すれば、当面それは以下
の点に求められよう。第一に、政策決定階層と議事協調階層の間に、その両方を担う中二
階層が形成されることになった（図 2）。国内政治においては、これまで中央全面深化改革
領導小組（委員会）が、議案に応じて、部門間協調と政策決定の両方を担ってきたが、国
安委員会と外事委員会も（少なくとも制度的には）同様の業務を担うことになる。第二に、
会議を、アドホックではなく定期的に開催する両機構は、突発的な事象への対処に係る部
門間調整よりは、2~5年の単位で共有されるグランド・ストラテジーの調整と策定に役割

図2　重要対外政策の決定・執行過程（習近平政権期　※2018年 3月以降）

情報収集・提供

外交部 国家安全部 中国共産党対外連絡部 人民解放軍統合参謀部（？）

情報集約・アジェンダ設定

中央外事工作委員会辦公室（海洋権益保護工作辦工室を内接）

中央辦公庁（中央国家安全委員会辦工室を内接）

中央台湾工作辦公室（国務院台湾事務辦公室） 中央軍事委員会辦工庁（？）

政策協調・政策提言

中央軍事委員会 中央対台工作領導小組 「一帯一路」建設工作領導小組

政策協調・政策提言・政策決定

中央外事工作委員会 中央国家安全委員会（？）

政策決定

中国共産党中央政治局
常務委員会 中国共産党中央政治局 中国共産党中央委員会

政策執行

外交部、商務部、対外連絡部、宣伝部、人民解放軍（海警総隊を内包）、
地方政府、国有企業等

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

出所：先行研究に基づき筆者作成。なお、図中に記載した機関は、対外政策に関わる代表的な機関で、と
く本節で言及したものに限られる。
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を発揮するものと考えられる。第三に、領導小組から委員会への改組は、会議の開催頻度
の増加を意味しない 103。ゆえに、「維権」系統と「維穏」系統の日常的な政策調整や情報
交流の不足を埋める効果はどうやら大きくはない。第四に、他方で、外事工作委員会辦公
室は、外交部の上位に位置する専業的外事機関として、情報収集、政策提言、（非重要事項
の）政策決定、および執行状況の管理 104においてより日常的に、大きな役割を発揮してい
くものと考えられる。

（4）「均衡」――外交系統幹部の地位向上（およびその他の変更点）
もう一点、大きくはないが重要な変化は、外交系統幹部の地位向上が図られている点で
ある。2017年 10月の第 19期 1中全会において外交系統官僚トップの楊潔 は政治局入り
し、これにより外交系統のリーダーと軍系統のリーダー（軍事委員会副主席）は一応同格
となった。このことは、重要な政策決定機関の一つである政治局会議に外交系統幹部の正
式参加が認められることになったという点においても重要である。また外交部部長の王毅
が国務委員に入り、同じく国務委員である魏鳳和国防部部長と肩を並べた。これにより、
政策決定権限を持つ常務委員会、政治局、中央委員会、国安委員会、外事委員会会議の内、
常務委員会会議を除く 4つに楊潔 が、常務委員会会議と政治局会議を除く 3つにおそら
く王毅が参加することになっている。また、専業の幹部を中心に組織された外事工作委員
会辦工室が、小組時代の辦工室に比してその実質的な機能を強化しているなら 105、そのこ
とも、外交系統幹部による政策決定プロセスへの影響力の増大を意味しているものと考え
られる。
こうした外交系統幹部と軍系統幹部の地位の均等化によって、「維権」に関する主張が過
剰な重みをもつというアンバランスは改善されていくものと考えられる。ただし、上述の
通り、国安委員会と外事委員会の会議は数年に 1度の頻度でしか開催されないのに対して、
軍事委員会の会議はより日常的に開催されている。また、政治局委員 25席の内、軍リーダー
には 2席が与えられている。ゆえに、官僚組織間における軍系統の優位は完全に解消され
ているわけではない 106。
これらに加えて、対外政策形成過程に関係する変更点として、中央委員会が主催する中
央外事工作会議（※中央外事工作委員会会議とは別）の定例化を指摘できよう。2006年に
初めて開催された同会議は、習近平政権期に入って、これまで 1期（5年）につき 1回ず
つ（2014年 11月、18年 6月）開催されている。これは、常務委全員に加えて、政治局委
員、国務委員、国安委員会委員、外事委員会委員およびその他の各地方、各部門のリーダー
の参加を得て、通常 2日間にわたって開催される大規模会議であり、中長期的な外交戦略
の調整・共有のプロセスにおいて重要な一関節を成しつつある 107。とりわけ 18年の会議は、
第 1回外事委員会会議の翌月に開催されており、また同会議の準備や検討される文書の起
草は外事委員会会議と同様外事委員会辦公室によって担われている 108。このことから、今
後外事工作会議が、外事委員会会議の決定事項をより広い範囲で調整・共有する役割を果
たしていくことも予想される。
これに対して、これまでマクロレベルの対外政策の調整・共有を行う大規模会議として、
常務委全員を含む多くの党・国家幹部の参加を得て 3～ 5年に 1回の頻度で開催されてい
た駐外使節会議は、2011年以降どうやら開催されていない。代わりに、2016年以降、外交
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部主催の駐外使節工作会議がほぼ毎年開催されているが 109、この工作会議の出席者はどう
やら外交部の成員に限定されている。中長期戦略の調整・共有のための場が、駐外使節会
議（外交部主催）から中央外事工作会議（党中央主催）に移行したことは、党の指導を強
化するという習近平政権の一貫した方針の反映であると考えられよう。

4．習近平政権期の改革の成果と展望
前節で述べてきたように、習近平政権は、とりわけ前政権期に表面化した問題を省みて、
対外政策決定・執行機構に対する集権、統制、協調、均衡の改革を進めてきたと言える。
次なる問題は、その改革が実質的にどのような効果を上げており、またそれらが、今後の
中国の政治・外交上の展開にどのようなインプリケーションを持つかである。むろん、改
革は、制度的な変更が公布されて間もないものが大半であり、その運営実態について実証
的な評価を下すことは難しい。それでも、次の二つの事例をやや詳細に検討することで、
その一端を見ることは可能であろう。

（1）尖閣周辺における中国公船の活動
中国公船による尖閣諸島周辺における海上「維権」活動の本格的開始は、2006年に、東
シナ海における「維権」パトロールの定期化が国務院によって承認されたことを背景とし
ている 110。活動は、12年の日本政府による尖閣諸島購入をきっかけに活発化し、常態化した。
ただし、公船による接続水域・領海への侵入頻度と隻数は常に一定であったわけではない
（図 3）。基本的には、日中関係が悪化すると急増し、改善すると減少した。例えば、16年
夏に接続水域・領海へ侵入する隻数が増加するのは、国連海洋法条約に基づく仲裁裁定が
中国の南シナ海における領有権を否定し、日本が中国に対しその裁定の遵守を求めたこと

図3　尖閣諸島周辺海域における中国公船等の動向

出所：「尖閣諸島周辺海域における中国公船等の動向と我が国の対処」海上保安庁ウェブページ <https://
www.kaiho.mlit.go.jp/mission/senkaku/senkaku.html>（最終閲覧：2019年 2月 27日）。
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を批判する意図があったものと思われる。また、17年夏ごろより、領海侵入の隻数が減少
傾向を見せるのは、同年 6月頃より中国指導部が対日関係改善に傾き始めた 111こととおそ
らく関係があろう。安倍晋三首相の訪中前後の 18年 8~12月はさらに減少し、12月には尖
閣購入以降初めて領海侵入隻数がゼロになった。
しかし、2019年に入った直後から、接続水域および領海に侵入する中国公船の隻数が顕
著に増加する。同年 4～ 6月の間、過去最長の 64日間連続の接続水域侵入を記録し、7月
末の時点で前年一年の総隻数を上回った 112。この間、19年 6月に習近平がG20会議（於大阪）
に出席するために来日し、以後も、20年春の習国賓来日に向けて準備が進められていた。
外交当局間で進められる習訪日準備の背後で厳然と継続される接続水域・領海侵入行為は、
19年 10月に発覚した北海道大学教授拘束事件も相まって、日中関係改善のムードに影を
落とした。習の訪日は、新型コロナウイルス感染症が蔓延した影響を受けて結局延期され
たが、実施されたとしても、野党や国民の厳しい批判を浴びることになっただろう。
では、なぜ日中関係改善期であったにもかかわらず、2019年を通して中国公船による接
続水域・領海侵入は以前にも増して活発に実施されたのか。そのことと、今回の外事機構
の組織改編はどのような関係にあると考えられるか。
第一に考えられるのは、「維権」活動に積極的な軍の直接管理下に、同じく積極的な海上
法執行機関（海警総隊）が組み込まれたことの影響である。だが、海警が軍麾下の武警部
隊に統合されたことと、2019年の公船の活動の活発化の間に、直接的な因果関係があると
は考えにくい。なぜなら、武警部隊下での海警の運用が開始されたのは 18年 7月であり、
その直後からしばらく、公船の領海侵入数はむしろ減少しているからである。第二に考え
得るのは、08年の中国公船による尖閣領海侵入や、09年ごろから活発化する南シナ海での
「維権」活動がそうであったのと同様、海上法執行機関によるやや独断的な政策執行の可能
性である 113。だが、軍事委員会の統一指揮下にある海警総隊が大きな裁量権を有するとは
考えられない上、やはり 17年後半～ 18年末の「維権」活動の抑制化を説明できない。
したがってやはり、2017年後半～ 18年末の抑制化も、19年以降の活発化も、双方ともに、
習近平の指示に基づくものと見るのが自然であるように思われる。習は総書記に就任する
以前より一貫して、「維権」を犠牲にして「維穏」を追求する意思の無い事を明確に示して
きた 114。何より、海警を軍の麾下に置くことは、海上法執行活動における両者の共同作戦
行動を促進することのみならず 115、海軍の経験豊富で優秀な人員 116、およびより大型で高
速の艦船を海警に配備することを容易にしようとするものである 117。その意図は明らかに、
海上法執行の能力と活動を強化していくことにある。
中国にとって、尖閣諸島周辺における定期公船巡航は、2012年に獲得した「既得権」に
外ならず 118、それを譲ることは「主権、安保」の原則に反する。ゆえに、習近平政権にとっ
て 19年以降の公船活動こそが正常な状態であって、17年後半～ 18年末は、日中関係の安
定を確認するまでの一時的な抑制姿勢に過ぎないと見てよかろう。18年 5月に、海洋問題
を統一差配する職権を備える外事委員会の会議が開催され、その翌月に、対外方針を共有
するための中央外事工作会議が開催されていることから、18年後半の領海侵入隻数の顕著
な減少は、外事委員会会議の決定事項と見ることもできよう。19年以降の接続水域・領海
侵入隻数の増加は、「維権」に対する習やその他関連アクターの強い意志の反映であると同
時に、海警船舶の急速な増加と近代化の結果であるだろう 119。
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したがって、2017年後半以後、とりわけ 18年後半から 19年中の東シナ海における中国
公船の「維権」活動をめぐる事例は、習近平が、外事工作委員会と軍事委員会という、海
洋法執行機関をコントロールするための二つのルートを用いて、状況に応じて「維穏」と
「維権」の重点を柔軟に切り替える統制力を持ちえたことを示しているように思われる。一
連の外事機構改革は、言うまでもなく、中国が今後「維穏」に傾斜することを意味するの
でも、また「維権」一辺倒となることを意味するのでもない。習は「維権」と「維穏」の
両方を強化し、それを中長期的なスパンで達成していく意図を明らかにしており、機構改
革は、それを可能にするための基盤作りの一環と位置付けられよう。

（2）中央国家安全委員会の現在
前述の通り、中央国家安全委員会は、2014年 1月に、中央政治局に直属する、国内外の
安全保障問題を担う政策決定・議事調整機構として設置された。国安委員会は当初、外交
政策と国防政策の間のコーディネートをより活性化し 120、かつ、危機対応のみならず安全
保障に関する中長期的なグランド・ストラテジーの形成において役割を果たすことが想定
されていた。少なくとも当初は、それが米国の NSCに近似する機能を発揮していくものと
考えられていた。
だが、2014年 4月の第 1回国安委員会会議以降、国安委員会の機能は明らかに活発では
ない。そのことは、次のいくつかの点に示唆される。第一に、国安委員会会議の開催は、
報道されているところによれば、18期に 1回（14年 4月）、19期に 1回（18年 4月）の
計 2回のみである。米国や日本の安全保障会議がより日常的に開催されていることと比較
すれば、その機能はそれらに遠く及ばないものと考えられる 121。第二に、「国家安全戦略
を制定する」という職能が、国安委員会に明確に付与されているにもかかわらず、15年 1
月に『国家安全戦略綱要』を採択したのは政治局会議であった 122。第三に、例えば 15年 3
月のイエメンからの中国国民の避難、14年 5月の西沙諸島沖における石油採掘問題など、
安全保障と外交が深く絡み合う事象において、国安委員会の役割が一切見えてこない 123。
19年 6月以降の香港情勢への対処についても同様の疑問を提起できよう。いわゆる「逃亡
犯条例」をめぐって香港において発生した大規模デモは長期化し、一部は「一国二制度」
そのものに反対の意思を示すものに発展した。中国においてそれは、単に内政問題ではなく、
「米国の明示的な、あるいは暗示的な支持と助成に直接関係している」ものと認識されてい
る 124。この意味において、香港問題は、第 1回国安委員会会議で提起された「総体的国家
安全保障観」125が示すところの「国家安全」に直接抵触するものであった。それにもかか
わらず、やはり国安委員会がこの問題の対処に関わったという報道は見当たらない 126。
こうした文脈を踏まえれば余計、2018年 4月に開催された第 19期国安委員会第 1回会
議における習近平の講話の内容は示唆的である。この会議において習は、国安委員会が発
揮すべき作用として、「国家安全保障事務を統一差配し、国家安全方針・政策をしっかり
と貫徹実行せしめる」ことを強調する一方、政策決定の権能については一切言及しなかっ
た 127。やや踏み込んで解釈すれば、現状において国安委員会は、政策決定・協調機構から、
単なる議事協調機構へと、事実上格下げされているものと考えられる。
では、国安委員会のこのような機能不活性の原因をどのように考えるべきか。第一は、
国安委員会の設置に抵抗する勢力の抑え込みに時間を要していることである 128。1990年代
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末から 2000年代初めにかけて、江沢民のイニシアティブで NSCに相当する組織を設立す
るという構想が持ち上がった際、党内から強い反発の声があったという 129。とりわけ軍は、
軍事に関わる重要政策決定が、軍以外の参加者がいる組織によって担われることに消極的
であった 130。ウスナウ（Joel Wuthnow）は、国安委員会の運用についても、習周辺のグルー
プに過剰に権力が集中することに反対する勢力の存在や、軍の消極姿勢があったことを指
摘している 131。
もう一つ、考え得る原因は、習近平政権による一連の軍改革を通して、習による軍に対
する統制が確立されたこと、さらに、外事工作委員会の設置ならびに外交系統官僚の政治
局入りによって文民と軍の双方が参加する政策決定の場が別に確保されたことで、政策決
定機関としての国安委員会の必要性が薄れたことである。
原因が前者の方にあるなら、国安委員会の改革は依然「進展中の作業（work in progress）」
ということになろうが 132、いずれにしても、軍の不満が国安委員会の現状に影響を与えて
いることはおそらく事実であり、そのダウングレードは、習近平と、異論を抱く勢力との
間の妥協の産物と考えられよう。このことは、習は、大規模な軍改革を成し遂げたにもか
かわらず、あるいはそれを断行したからこそ、依然として軍の意向に配慮しなければなら
ない立場にあることを示唆する。

おわりに
本稿では、対外政策決定・執行に関わる諸機構の役割を整理した上で、習近平政権期に入っ
てどのような改革が実施されているのか、また、そうした改革はいかなる問題によって動
機づけられていたと考えられるのかを、先行研究を整理しつつ論じてきた。
「中華民族の偉大な復興」という「中国の夢」の実現には、領土・領海の権利を保護・強
化していくことと、持続的な経済発展を成し遂げていくことの両方が不可欠である。しか
し、「維権」と「維隠」は本質的な矛盾をはらんでいる。胡錦濤政権期はとりわけ、その矛
盾が顕著に表れた時期であったといえる。そうした事態を避けるためには、対外政策形成・
執行過程の集中、統制、協調、均衡の強化が必須であった。習近平政権下で行われてきた
外事機構改革は、このような必要認識によって動機づけられているものと考えられる。
改革はどうやら、権限の集中、執行の統制、アクター間の均衡を強化するという面にお
いて成果を上げている。胡錦濤政権期に生じていたような、軍や世論の強い影響を受けて
政策決定が過分に「維権」に傾くといった事態や、軍や海洋機関などの強硬なアクターが
自らの信念と利益に従って「維権」を実施し、それを中央が後追いするような状況は、習
近平政権下においては起こりにくくなっている 133。他方、主要な議事協調機構である外事
委員会と国安委員会が、領導小組から昇格したにもかかわらず、開催頻度を増やしている
わけではないことからすれば、部門間の日常的な意思疎通や関心の共有が進んでいるとは
考えにくい。軍・海洋系統と外交部系統は、現制度下においては、政治局レベル、とりわ
け習近平個人を介した結びつきを強化しているのみである。「分節的権威主義」は大きく変
容してはおらず、「維権」と「維穏」をめぐる部門間のせめぎ合いは今後も続いていくもの
と考えられる。
こうした制度を基盤として、習近平は今後も引き続き、「維権」と「維穏」の両方を強化
していくものと考えらえる。その意志は、第 19回党大会において習が、「隣国と良い関係
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を結び、隣国をパートナーとする周辺外交の方針に基づき、周辺国家との関係を深化させ
る」ことを述べつつ、「中国は自己の正当権益を決して放棄せず、いかなる者も中国が自身
の利益を犠牲にするという幻想を持ってはならない」と強調したことにも示される 134。や
や具体的に言えば、「一帯一路」に代表される対外協調的な政策を推進しつつ、海洋や台湾
をめぐる問題においては強硬な姿勢を示し続けるだろう。対日政策について言えば、対米
競争の激化が中国にもたらす国際的な圧力を緩和するための融和的な外交を継続しつつ、
東シナ海における定期巡航を断固として継続し、かつ機に乗じて強化しようとするだろう。
そうした中国に対し、日本としては、一方で、リーダー間の定期的なコミュニケーション
のルートを確立させつつ、他方で、話し合いの結果によらない一方的な現状変更に対する
監視と国際的圧力をさらに強化することで応ずる他ない。
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